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承第４号 

 

専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認

を求める。 

 

  令和６年１１月２７日 提出 

 

                   瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

専第４号  
 

令和６年度瑞浪市一般会計補正予算（第５号） 
 
 令和６年度瑞浪市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１，０００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０，１５７，６００千

円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和６年１０月９日 専決 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

16 県 支 出 金 １，１１４，７３２ １９，７００ １，１３４，４３２

3 委 託 金 ８８，２０７ １９，７００ １０７，９０７

20 繰 越 金 ６６７，８８０ １，３００ ６６９，１８０

1 繰 越 金 ６６７，８８０ １，３００ ６６９，１８０

歳　　入　　合　　計 ２０，１３６，６００ ２１，０００ ２０，１５７，６００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ２，６７７，９３８ ２１，０００ ２，６９８，９３８

4 選 挙 費 ２８，３８３ ２１，０００ ４９，３８３

歳　　出　　合　　計 ２０，１３６，６００ ２１，０００ ２０，１５７，６００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第７０号 

 

   瑞浪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

 瑞浪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定するものとする。 

 

  令和６年１１月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

   瑞浪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条

例 

 瑞浪市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用に関する条例（平成２７年条例第３２号）の

一部を次のように改正する。 

 別表第２の１５の項中「又は特例給付（同法附則第２条第１項に規定する

給付をいう。）」を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議第７１号 

 

瑞浪市認定こども園の設置及び管理に関する条例の制定について 

 

瑞浪市認定こども園の設置及び管理に関する条例を次のように制定するも

のとする。 

 

令和６年１１月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二 

 

 

瑞浪市認定こども園の設置及び管理に関する条例 

（設置） 

第１条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。）第１２条の規定

に基づき、幼保連携型認定こども園（以下「認定こども園」という。）を

設置する。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語

の例による。 

 （名称及び位置） 

第３条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

瑞浪市立陶こども園 瑞浪市陶町猿爪１０８２番地の４６ 

瑞浪市立稲津こども園 瑞浪市稲津町小里６９７番地の１ 

瑞浪市立みどりこども園 瑞浪市下沖町２丁目１０番地 

瑞浪市立桔梗こども園 瑞浪市土岐町１７７０番地の２ 

瑞浪市立竜吟こども園 瑞浪市釜戸町２８２１番地の２ 

瑞浪市立日吉こども園 瑞浪市日吉町４１１５番地の２ 
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瑞浪市立一色こども園 瑞浪市寺河戸町１９０番地の１ 

瑞浪市立瑞浪こども園 瑞浪市北小田町１丁目５４番地 

 （事業） 

第４条 認定こども園においては、次の事業を行う。 

（１） 法第９条各号に掲げる目標の達成に向けた教育及び保育 

（２） 子育て支援事業のうち、市長が必要と認めるもの 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業 

 （職員） 

第５条 認定こども園に、園長、保育教諭その他必要な職員を置く。 

 （開園時間、休園日等） 

第６条 開園時間、休園日等については、規則で定める。 

（入園資格） 

第７条 認定こども園に入園することのできる者は、満３歳以上の子ども及

び満３歳未満の保育を必要とする子どもとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、認定こども園の定員に余裕がある場

合に限り、その範囲内において入園者以外の子ども（以下「私的契約児」

という。）を入園させることができる。 

 （入園の制限） 

第８条 前条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する

者の入園の受入れをしないことができる。 

 （１） 重篤な感染症疾患その他の理由により著しく集団生活が困難と認

められる者 

 （２） 前号に掲げる者のほか、教育又は保育上支障があると認められる

者 

 （保育料） 

第９条 市長は、認定こども園において教育及び保育を受ける子どもの保護

者から、瑞浪市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める

条例（平成２７年条例第１５号）に定める利用者負担額を保育料として徴

収する。 

 （延長保育料） 

第１０条 認定こども園の開園時間内において、子ども・子育て支援法（平
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成２４年法律第６５号）第５９条第２号の規定による時間外保育（以下「

延長保育」という。）を行ったときは、延長保育を利用する子どもの保護

者から、規則に定める額を延長保育料として徴収する。 

２ 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、延長

保育料を減額し、又は免除することができる。 

 （私的契約児利用料） 

第１１条 私的契約児に係る保育料（以下「私的契約児利用料」という。）

は、子ども・子育て支援法第２７条第３項第１号の規定により算定した費

用の額とする。 

２ 市長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、私的

契約児利用料を減額し、若しくは免除し、又は次条に規定する納期限を延

長することができる。 

（納期限） 

第１２条 保育料、延長保育料及び私的契約児利用料の納期限は、毎月末日

とする。ただし、１２月は、同月２５日とする。 

２ 前項の各納期限が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号） 

に規定する休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわ

らず、これらの日の翌日をその期限とみなす。 

 （退園） 

第１３条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その教育及び保

育に係る子どもを退園させることができる。 

 （１） 第８条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

 （２） 保護者がこの条例又はこれに基づく規則に従わないとき。 

 （３） 保護者が園長のなす教育又は保育上の指示に従わないとき。 

（指定管理者による管理） 

第１４条 市長は、認定こども園の管理を、地方自治法（昭和２２年法律第 

６７号）第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって、 

市長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることがで

きる。 

２ 前項の規定により、認定こども園の管理を指定管理者に行わせる場合に

おいて、第４条及び第７条の規定中「市長」とあるのは、「市長の承認を
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得て指定管理者」と読み替えるものとする。 

３ 第１項の規定により、認定こども園の管理を指定管理者に行わせる場合 

において、第６条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、 

あらかじめ市長の承認を得て、同条に規定する開園時間及び休園日等を変

更することができる。 

（指定管理者が行う業務） 

第１５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 第４条に規定する事業の実施に関すること。 

（２） 認定こども園の維持管理に関すること。 

（３） その他運営に関する業務のうち、市長が必要と認めること。 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次条の規定

は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

第２条 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前

においても行うことができる。 

（瑞浪市幼稚園の設置及び管理に関する条例及び瑞浪市保育園の設置及び

管理に関する条例の廃止） 

第３条 次に掲げる条例は、廃止する。 

（１）瑞浪市幼稚園の設置及び管理に関する条例（昭和３９年条例第２１

号） 

（２）瑞浪市保育園の設置及び管理に関する条例（昭和６２年条例第３号） 

（経過措置） 

第４条 この条例の施行の日前に前条による廃止前の瑞浪市幼稚園の設置及

び管理に関する条例及び瑞浪市保育園の設置及び管理に関する条例の規定

によりなされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、この

条例の規定によりなされたものとみなす。 
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議第７２号 

 

   瑞浪市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 

 瑞浪市固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により議会の同意を

求める。 

 

  令和６年１１月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

氏   名 住       所 生 年 月 日 

大 竹 和 夫 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 
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議第７３号 
 

東濃西部広域行政事務組合の財産処分に関する協議について 
 

令和３年３月２４日議第１４号をもって議決を経た東濃西部広域行政事務

組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更に係る財産処分に

関する協議について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９０条の

規定により、議会の議決を求める。 
 
  令和６年１１月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
 
 

東濃西部広域行政事務組合の財産処分に関する協議書 
 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、東濃西

部広域行政事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約の変更に

係る財産処分について次のとおり定める。 
 
看護専門学校の建物及び当該建物で管理する財産は、令和７年４月１日を

もって土岐市に帰属させるものとする。 
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議第７４号 

 

   市道路線の認定について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき、市道路線を

次のとおり認定するものとする。 

 

  令和６年１１月２７日 提出 

 

瑞浪市長 水 野 光 二    

 

 

市道認定 

整理番号 
路線名 

起 点 

終 点 

重要な 

経過地 

１６９６ 五色線 
寺河戸町字五色１９７番６地先 

寺河戸町字五色１９０番１地先 
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議第７５号 
 

財産の取得について 
 

次のとおり財産を取得したいので、瑞浪市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第８号）第３条の規定に

より、議会の議決を求める。 
  

令和６年１１月２７日 提出 
  

瑞浪市長 水 野 光 二 
  
   
１ 取得する財産  校務用パソコン 
          ３００台 
２ 取 得 の 方 法  一般競争入札 
３ 取 得 金 額  ６５，７８０，０００円 
４ 取得の相手方  岐阜県多治見市前畑町２丁目１３番地 
          中部事務機株式会社 多治見営業所 
          代表取締役   慶一  
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議第７６号 
 

令和６年度瑞浪市一般会計補正予算（第６号） 
 
 令和６年度瑞浪市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところに

よる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２２，１００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０，２７９，７００

千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務負担行為補

正」による。 
（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の廃止及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 
 

令和６年１１月２７日 提出 
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

10
地 方 特 例
交 付 金

１９７，０００ ２，５００ １９９，５００

1
地 方 特 例
交 付 金

１９７，０００ ２，５００ １９９，５００

11 地 方 交 付 税 ３，８００，０００ １５，０００ ３，８１５，０００

1 地方交付税 ３，８００，０００ １５，０００ ３，８１５，０００

13
分 担 金
及 び 負 担 金

３１，２８２ ６４０ ３１，９２２

1 分 担 金 ３，９８０ ６４０ ４，６２０

15 国 庫 支 出 金 ２，６８３，３５１ △２２，６００ ２，６６０，７５１

1 国庫負担金 １，５０１，７９４ △３４，８００ １，４６６，９９４

2 国庫補助金 １，１７２，２２６ １２，２００ １，１８４，４２６

16 県 支 出 金 １，１３４，４３２ △１３，７７０ １，１２０，６６２

1 県 負 担 金 ６６１，６４８ △１９，８００ ６４１，８４８

2 県 補 助 金 ３６４，８７７ ６，０３０ ３７０，９０７

17 財 産 収 入 ９６，６５１ ４１，４００ １３８，０５１

1
財 産 運 用
収 入

７３，１６１ １，０００ ７４，１６１

2
財 産 売 払
収 入

２３，４９０ ４０，４００ ６３，８９０

18 寄 附 金 ３２３，１１０ ２，４２０ ３２５，５３０

1 寄 附 金 ３２３，１１０ ２，４２０ ３２５，５３０

19 繰 入 金 １，６０７，６５８ ２，８８０ １，６１０，５３８

1 基金繰入金 １，５６２，１６１ ２，８００ １，５６４，９６１

2
財 産 区
繰 入 金

４５，４９７ ８０ ４５，５７７

20 繰 越 金 ６６９，１８０ ８６，７３０ ７５５，９１０

1 繰 越 金 ６６９，１８０ ８６，７３０ ７５５，９１０

21 諸 収 入 ９７３，６４５ １１，９００ ９８５，５４５

4 雑 入 ４３７，４０５ １１，９００ ４４９，３０５

22 市 債 １，９１８，０００ △５，０００ １，９１３，０００

1 市 債 １，９１８，０００ △５，０００ １，９１３，０００

歳　　入　　合　　計 ２０，１５７，６００ １２２，１００ ２０，２７９，７００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 総 務 費 ２，６９８，９３８ １３４，３００ ２，８３３，２３８

1 総務管理費 ２，３２４，９０７ １３５，３５０ ２，４６０，２５７

3
戸 籍 住 民
基本台帳費

１０８，１３９ △１，０５０ １０７，０８９

3 民 生 費 ６，０５４，８３７ △２９，９００ ６，０２４，９３７

1 社会福祉費 ３，１５３，４７５ １２３，０００ ３，２７６，４７５

2 児童福祉費 ２，６５９，１０６ △１５２，９００ ２，５０６，２０６

3 生活保護費 ２４１，７５６ ０ ２４１，７５６

4 衛 生 費 ２，２２７，１１１ △３０，２００ ２，１９６，９１１

1 保健衛生費 ６２６，８０９ ２，４００ ６２９，２０９

2 清 掃 費 １，４５２，５１２ △１２，６００ １，４３９，９１２

3 環 境 費 １４７，７９０ △２０，０００ １２７，７９０

6 農林水産業費 ２８３，０３４ ３，９００ ２８６，９３４

1 農 業 費 ２１９，２３７ ５，２００ ２２４，４３７

2 林 業 費 ６３，７９７ △１，３００ ６２，４９７

7 商 工 費 ５２４，１６８ ２，８００ ５２６，９６８

1 商 工 費 ５２４，１６８ ２，８００ ５２６，９６８

8 土 木 費 ２，３１６，６２９ ３４，９００ ２，３５１，５２９

2 道路橋梁費 ８７８，７２５ ６，０００ ８８４，７２５

4 都市計画費 １，０６８，７０４ ４０，４００ １，１０９，１０４

5 住 宅 費 ７７，０８６ △１１，５００ ６５，５８６

9 消 防 費 １，２２５，１２８ ０ １，２２５，１２８

1 消 防 費 １，２２５，１２８ ０ １，２２５，１２８

10 教 育 費 ２，５５５，４１３ ３，５００ ２，５５８，９１３

2 小 学 校 費 ２０７，７７３ ３，５００ ２１１，２７３

11 災 害 復 旧 費 ８，６５０ ２，８００ １１，４５０

2
農林水産業施設
災 害 復 旧 費 ２，８００ ２，８００ ５，６００

歳　　出　　合　　計 ２０，１５７，６００ １２２，１００ ２０，２７９，７００
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第 ２ 表　　繰 越 明 許 費 補 正

（追　加） （単位：千円）

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 ５５,６００

８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 梁 費 ８５,０００

１０ 教 育 費 ２ 小 学 校 費 ３,５００

第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

（追　加） （単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和７年度まで

３,０００

令和６年度から
令和７年度まで

１,８００

令和６年度から
令和７年度まで

８,４００

令和６年度から
令和７年度まで

１７６

令和６年度から
令和７年度まで

１４８

令和６年度から
令和７年度まで

５８０

令和６年度から
令和７年度まで

３７４

令和６年度から
令和７年度まで

３９６

令和６年度から
令和７年度まで

８,０００

令和６年度から
令和７年度まで

２,５００

令和６年度から
令和７年度まで

２,２００

議 会 広 報 印 刷 製 本 費

指 定 物 品 等 購 入 費

郵 便 料 金 計 器 保 守 点 検 業 務 委 託 料

両 面 印 刷 機 保 守 委 託 料

金　　　　額

南 垣 外 北 野 線 道 路 改 良 事 業

施 設 改 修 事 業 （ 小 学 校 ）

入 札 参 加 資 格 審 査 業 務 共 同
ア ウ ト ソ ー シ ン グ 業 務 委 託 料

電 子 契 約 サ ー ビ ス 利 用 料

道 路 照 明 Ｌ Ｅ Ｄ 化 事 業

款 項 事　　　　業　　　　名

事　　　　　　　　　　項

定 例 会 等 会 議 録 作 成 委 託 料

入 札 ・ 調 達 情 報 サ ー ビ ス 利 用 料

広 報 み ず な み 印 刷 製 本 費

広 報 み ず な み 梱 包 委 託 料

広 報 み ず な み 配 布 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和７年度まで

７７３

令和６年度から
令和７年度まで

５４９

令和６年度から
令和７年度まで

２１２

令和６年度から
令和７年度まで

９９５

令和６年度から
令和７年度まで

企業版ふるさと納税に
係る寄附額の20％に消
費税相当額を加えた額

令和６年度から
令和７年度まで

１８,２００

令和６年度から
令和７年度まで

２４,７００

令和６年度から
令和７年度まで

２００

令和６年度から
令和７年度まで

５００

令和６年度から
令和７年度まで

２００

令和６年度から
令和７年度まで

１,５００

令和６年度から
令和７年度まで

１,１００

令和６年度から
令和７年度まで

１,９００

令和６年度から
令和７年度まで

４００

令和６年度から
令和７年度まで

４,６００

令和６年度から
令和７年度まで

ふるさとみずなみ応援寄附
金 寄 附 額 に 対 し て 契 約 で
定 め る 額 及 び 寄 附 者 へ の
返 礼 品 、 配 送 料 の 合 計 額

令和６年度から
令和７年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄附金寄附額に対し て
契 約 で 定 め る 額

令和６年度から
令和７年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄附金寄附額に対し て
契 約 で 定 め る 額

令和６年度から
令和７年度まで

ふ る さ と み ず な み 応 援
寄附金寄附件数に対して
契 約 で 定 め る 額

庁 舎 自 家 用 電 気 工 作 物
保 守 点 検 業 務 委 託 料

庁 舎 足 拭 き マ ッ ト 等 賃 借 料

オ ン ラ イ ン 申 請 シ ス テ ム 使 用 料

総 合 案 内 型 Ａ Ｉ チ ャ ッ ト
ボ ッ ト サ ー ビ ス 使 用 料

Ｒ Ｐ Ａ 及 び Ａ Ｉ － Ｏ Ｃ Ｒ ツ ー ル 使 用 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
返 礼 品 管 理 等 手 数 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
収 納 代 行 事 務 等 手 数 料

自 治 体 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 向 上
プ ラ ッ ト フ ォ ー ム サ ー ビ ス 利 用 料

県 域 統 合 型 Ｇ Ｉ Ｓ シ ス テ ム 使 用 料

総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム バ ッ ク ア ッ プ 回 線 使 用 料

瑞 浪 市 公 式 ホ ー ム ペ ー ジ 保 守 委 託 料

メ ー ル マ ガ ジ ン 配 信 シ ス テ ム 使 用 料

事　　　　　　　　　　項

情 報 処 理 業 務 委 託 料 （ 単 価 契 約 ）

総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム 賃 借 料

企 業 版 ふ る さ と 納 税 支 援 業 務 委 託 料

電 話 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料

庁 舎 観 葉 植 物 賃 借 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 付 等 シ ス テ ム 利 用 料

ふ る さ と み ず な み 応 援 寄 附 金
受 領 証 明 書 等 送 付 代 行 手 数 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和７年度まで

オ ン ラ イ ン ワ ン ス ト ッ プ
申 請 件 数 に 対 し て
契 約 で 定 め る 額

令和６年度から
令和７年度まで

２２５

令和６年度から
令和７年度まで

３３０

令和６年度から
令和７年度まで

１６０

令和６年度から
令和７年度まで

１７０

令和６年度から
令和７年度まで

３３

令和６年度から
令和７年度まで

５,２４０

令和６年度から
令和７年度まで

６０

令和６年度から
令和７年度まで

３９８

令和６年度から
令和７年度まで

１４

令和６年度から
令和７年度まで

１９８

令和６年度から
令和７年度まで

７,３９２

令和６年度から
令和７年度まで

２,９９４

令和６年度から
令和７年度まで

７１

令和６年度から
令和７年度まで

１３,６００

令和６年度から
令和７年度まで

２００

令和６年度から
令和７年度まで

１,６７９

令和６年度から
令和７年度まで

２５０

令和６年度から
令和７年度まで

１,６７９障 害 者 中 核 機 関 運 営 業 務 委 託 料

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 等 裏 書
プ リ ン タ ー 保 守 委 託 料

生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 委 託 料

高 齢 者 移 送 サ ー ビ ス 業 務 委 託 料

高 齢 者 中 核 機 関 運 営 業 務 委 託 料

在 宅 老 人 短 期 入 所 委 託 料

住 基 ネ ッ ト シ ス テ ム 機 器 保 守 委 託 料

耐 タ ン パ ー 装 置 保 守 委 託 料

住 基 ネ ッ ト 直 接 連 携 シ ス テ ム 利 用 料

戸 籍 シ ス テ ム ク ラ ウ ド 利 用 料

戸 籍 振 り 仮 名 確 認 通 知 書 作 成 業 務 委 託 料

総 合 行 政 情 報 シ ス テ ム 保 守 委 託 料
（ 住 民 税 年 金 特 別 徴 収 分 ）

課 税 資 料 イ メ ー ジ ス キ ャ ナ 保 守 委 託 料

Ｉ Ｃ 旅 券 用 交 付 窓 口 端 末 機 保 守 委 託 料

コ ン ビ ニ 交 付 シ ス テ ム 利 用 料

行 政 フ ァ ッ ク ス 保 守 委 託 料

ワ ン ス ト ッ プ 特 例 オ ン ラ イ ン
申 請 サ ー ビ ス 利 用 料

電 子 預 貯 金 等 調 査 シ ス テ ム 使 用 料

住 民 税 申 告 受 付 支 援 シ ス テ ム 保 守 委 託 料

事　　　　　　　　　　項
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和７年度まで

１,３００

令和６年度から
令和７年度まで

３００

令和６年度から
令和７年度まで

２,５００

令和６年度から
令和７年度まで

５０

令和６年度から
令和７年度まで

３,０００

令和６年度から
令和７年度まで

１,５００

令和６年度から
令和７年度まで

２４,４００

令和６年度から
令和７年度まで

４,５００

令和６年度から
令和７年度まで

１１０,０００

令和６年度から
令和７年度まで

１１０,０００

令和６年度から
令和７年度まで

８４,０００

令和６年度から
令和７年度まで

１,６００

令和６年度から
令和７年度まで

５００

令和６年度から
令和７年度まで

２,０９１

令和６年度から
令和７年度まで

２,１３７

令和６年度から
令和７年度まで

１,０８０

令和６年度から
令和７年度まで

２５,５４９

令和６年度から
令和７年度まで

２,７００

令和６年度から
令和７年度まで

１２,０００

医 師 ・ 歯 科 医 師 等 出 務 委 託 料

１ か 月 児 健 康 診 査 等 委 託 料

妊 産 婦 健 康 診 査 委 託 料

産 後 ケ ア 業 務 委 託 料

出 産 ・ 子 育 て 応 援 ギ フ ト サ イ ト 管 理 等 業 務 委 託 料

中 京 こ ど も 園 入 所 児 童 委 託 料

せ い わ 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料

生 活 保 護 レ セ プ ト 管 理 ク ラ ウ ド サ ー ビ ス 利 用 料

生 活 保 護 レ セ プ ト 点 検 委 託 料

健 康 管 理 シ ス テ ム 使 用 料

こ ど も 園 Ｉ Ｃ Ｔ シ ス テ ム 使 用 料

衛 生 害 虫 等 の 生 息 調 査
及 び 防 除 業 務 委 託 料

管 外 保 育 所 入 所 委 託 料

病 児 ・ 病 後 児 保 育 事 業 委 託 料

千 寿 の 里 愛 保 育 園 入 所 児 童 委 託 料

障 害 者 意 思 疎 通 支 援 事 業 委 託 料

子 育 て 短 期 支 援 事 業 委 託 料

ひ と り 親 家 庭 学 習 支 援 業 務 委 託 料

給 食 栄 養 管 理 シ ス テ ム 保 守 委 託 料

事　　　　　　　　　　項
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和７年度まで

１,８２５

令和６年度から
令和７年度まで

７８０

令和６年度から
令和７年度まで

１９０

令和６年度から
令和７年度まで

５,２００

令和６年度から
令和７年度まで

３,４００

令和６年度から
令和７年度まで

２,５００

令和６年度から
令和７年度まで

２,３００

令和６年度から
令和７年度まで

２７,６００

令和６年度から
令和７年度まで

２２３,０００

令和６年度から
令和７年度まで

３,７００

令和６年度から
令和７年度まで

３,８００

令和６年度から
令和７年度まで

５８,８００

令和６年度から
令和７年度まで

３９,０００

令和６年度から
令和９年度まで

６７,６００

令和６年度から
令和７年度まで

３,０５２

令和６年度から
令和７年度まで

２,２００

令和６年度から
令和７年度まで

２４２

令和６年度から
令和７年度まで

２,５２６

令和６年度から
令和７年度まで

１,３３１

合 同 企 業 説 明 会 開 催 等 業 務 委 託 料

農 地 基 本 台 帳 管 理 シ ス テ ム
保 守 管 理 業 務 委 託 料

釜 戸 駅 乗 車 券 販 売 業 務 委 託 料

デ マ ン ド 交 通 予 約 受 付 シ ス テ ム 運 用 業 務 委 託 料

ク リ ー ン セ ン タ ー 高 圧 受 電 設 備 改 修 工 事 費

可 燃 ご み 収 集 業 務 委 託 料

し 尿 収 集 運 搬 業 務 委 託 料

火 葬 業 務 委 託 料

勤 労 者 住 宅 資 金 預 託 金

不 燃 物 最 終 処 分 場 浸 出 水
処 理 施 設 設 備 診 断 業 務 委 託 料

不 燃 物 最 終 処 分 場 浸 出 水 及 び
地 下 水 水 質 検 査 業 務 委 託 料

焼 却 施 設 溶 融 炉 燃 料 費 （ Ｌ Ｐ ガ ス ）

焼 却 施 設 管 理 運 営 委 託 料

焼 却 施 設 機 能 検 査 業 務 委 託 料

血 液 検 査 委 託 料

検 診 予 約 シ ス テ ム 利 用 料

資 源 ・ ご み 分 別 ア プ リ 使 用 料

不 燃 物 最 終 処 分 場
不 燃 物 選 別 ・ 受 付 業 務 委 託 料

不 燃 物 最 終 処 分 場 浸 出 水
処 理 施 設 管 理 業 務 委 託 料

事　　　　　　　　　　項
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和７年度まで

１００,０００

令和６年度から
令和７年度まで

１,５６２

令和６年度から
令和７年度まで

５,０００

令和６年度から
令和７年度まで

２０,０００

令和６年度から
令和７年度まで

９９,０００

令和６年度から
令和７年度まで

８０

令和６年度から
令和７年度まで

１５０

令和６年度から
令和７年度まで

８００

令和６年度から
令和７年度まで

９００

令和６年度から
令和７年度まで

５００

令和６年度から
令和７年度まで

１,３００

令和６年度から
令和７年度まで

３００

令和６年度から
令和７年度まで

８００

令和６年度から
令和１０年度まで

１３０,０００

令和６年度から
令和７年度まで

１５,５００

令和６年度から
令和７年度まで

２２,０００

令和６年度から
令和７年度まで

８００

令和６年度から
令和７年度まで

８００

令和６年度から
令和７年度まで

６,０００

緑 化 ぎ ふ フ ェ ア コ ン テ ナ ガ ー デ ン
設 置 管 理 業 務 委 託 料

消 防 通 信 指 令 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料

地 域 交 流 セ ン タ ー 附 属 駐 車 場
保 守 点 検 業 務 委 託 料

地下自由通路エレベーター保守点検監視業務委託料

市 民 公 園 （ 東 部 ） 管 理 業 務 委 託 料

市 民 公 園 （ 西 部 ） 管 理 業 務 委 託 料

都 市 公 園 維 持 管 理 業 務 委 託 料

小 里 川 ダ ム ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料

公 開 型 Ｇ Ｉ Ｓ 保 守 点 検 業 務 委 託 料

瑞 浪 駅 周 辺 公 共 施 設 清 掃 業 務 委 託 料

瑞 浪 駅 周 辺 迷 惑 駐 車 及 び
迷 惑 車 両 確 認 業 務 委 託 料

屋 外 広 告 物 管 理 シ ス テ ム 保 守 料

瑞 浪 駅 周 辺 再 開 発 事 業 （ 駅 北 地 区 ）
用 地 取 得 業 務 委 託 料

鬼 岩 ド ラ イ ブ イ ン 公 衆 ト イ レ
清 掃 管 理 業 務 委 託 料

市 道 草 刈 等 業 務 委 託 料

市 道 等 補 修 業 務 委 託 料

南 垣 外 北 野 線 道 路 新 設 改 良 工 事 費

猿 爪 川 水 位 警 報 シ ス テ ム サ ー バ ー 利 用 料

小 口 融 資 預 託 金

事　　　　　　　　　　項
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和７年度まで

８,０００

令和６年度から
令和７年度まで

１,０００

令和６年度から
令和７年度まで

２６,０００

令和６年度から
令和７年度まで

２,２２５

令和６年度から
令和７年度まで

２,５４１

令和６年度から
令和７年度まで

２３２

令和６年度から
令和７年度まで

２８１

令和６年度から
令和７年度まで

１５４

令和６年度から
令和７年度まで

３３０

令和６年度から
令和７年度まで

６４

令和６年度から
令和７年度まで

１３７

令和６年度から
令和７年度まで

７１８

令和６年度から
令和７年度まで

８４７

令和６年度から
令和７年度まで

７１５

令和６年度から
令和７年度まで

３,９９７

令和６年度から
令和７年度まで

２４２

令和６年度から
令和７年度まで

３,０００

令和６年度から
令和７年度まで

１０,５００

令和６年度から
令和７年度まで

１７３,０００

小 学 校 デ ジ タ ル 教 材 購 入 費

児 童 生 徒 教 職 員 健 康 診 断 業 務 委 託 料

学 校 歯 科 健 診 入 力 シ ス テ ム 使 用 料

小 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 委 託 料

土 岐 小 学 校 施 設 改 修 工 事 費

土 岐 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 賃 借 料

小 学 校 複 写 機 賃 借 料

小 学 校 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料

小 学 校 ダ ム ウ ェ ー タ ー
保 守 点 検 業 務 委 託 料

小 学 校 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続
シ ス テ ム 機 器 保 守 等 委 託 料

児 童 生 徒 各 種 検 査 業 務 委 託 料

統 合 型 校 務 支 援 シ ス テ ム 使 用 料

教 育 み ず な み 印 刷 製 本 費

瑞 浪 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

土 岐 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 保 守 点 検 業 務 委 託 料

消 防 業 務 管 理 シ ス テ ム 保 守 点 検 業 務 委 託 料

消 防 ポ ン プ 自 動 車 購 入 費

事　　　　　　　　　　項

瑞 浪 小 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 賃 借 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和７年度まで

２２０

令和６年度から
令和７年度まで

２２０

令和６年度から
令和７年度まで

２３６

令和６年度から
令和７年度まで

１１０

令和６年度から
令和７年度まで

２４２

令和６年度から
令和７年度まで

３０７

令和６年度から
令和７年度まで

４,５００

令和６年度から
令和７年度まで

１,５００

令和６年度から
令和７年度まで

２,０００

令和６年度から
令和７年度まで

８,８００

令和６年度から
令和１２年度まで

４６,０００

令和６年度から
令和７年度まで

３,４６０

令和６年度から
令和７年度まで

１,３００

令和６年度から
令和７年度まで

１３０

令和６年度から
令和７年度まで

３００

令和６年度から
令和７年度まで

１,５００

令和６年度から
令和７年度まで

５,５００

令和６年度から
令和７年度まで

９３０

令和６年度から
令和７年度まで

２,３００

市 民 体 育 館 等 清 掃 業 務 委 託 料

市 民 体 育 館 エ レ ベ ー タ ー
保 守 点 検 業 務 委 託 料

ト レ ー ニ ン グ 室 管 理 運 営 業 務 委 託 料

こ い の ぼ り 祭 イ ベ ン ト 業 務 委 託 料

体 育 施 設 ナ イ タ ー 管 理 業 務 委 託 料

樽 の 上 野 球 場 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料

日 吉 ス ポ ー ツ 施 設 ト イ レ 清 掃 業 務 委 託 料

市 民 体 育 館 夜 間 受 付 業 務 委 託 料

中 学 校 Ｉ Ｃ Ｔ 支 援 員 委 託 料

総 合 文 化 セ ン タ ー 夜 間 受 付 業 務 委 託 料

中 央 公 民 館 自 主 事 業 公 演 委 託 料

市 民 図 書 館 図 書 購 入 費

図 書 館 シ ス テ ム 賃 借 料 及 び 保 守 等 業 務 委 託 料

瑞 浪 北 中 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料

中 学 校 複 写 機 賃 借 料

中 学 校 浄 化 槽 保 守 点 検 業 務 委 託 料

中 学 校 ダ ム ウ ェ ー タ ー
保 守 点 検 業 務 委 託 料

中 学 校 イ ン タ ー ネ ッ ト 接 続
シ ス テ ム 機 器 保 守 等 委 託 料

事　　　　　　　　　　項

瑞 浪 中 学 校 カ ラ ー 印 刷 機 保 守 委 託 料
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（単位：千円）

期　　　　　間 限　　度　　額

令和６年度から
令和７年度まで

６１０

令和６年度から
令和７年度まで

３,５９１

令和６年度から
令和７年度まで

６９４

令和６年度から
令和７年度まで

１,０１０

令和６年度から
令和７年度まで

７９８

令和６年度から
令和７年度まで

２５,１００

令和６年度から
令和７年度まで

６４,７８０

（変　更） （単位：千円）

限 度 額 期 間 限 度 額

１５７,５００
令和６年度から
令和９年度まで

１６１,０００

２４,８１０
令和６年度から
令和９年度まで

３３,０００

事 項
補 正 前 補 正 後

期 間

デマンド交通運行
業 務 委 託 料

令 和 ６ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

バス路線維持対策
業 務 委 託 料

令 和 ６ 年 度 か ら
令 和 ９ 年 度 ま で

一 般 廃 棄 物 処 理 業 務 委 託 料

食 品 リ サ イ ク ル 処 理 業 務 委 託 料

冷 蔵 庫 ・ 冷 凍 庫 保 守 点 検 業 務 委 託 料

学 校 給 食 施 設 設 備 購 入 費

学 校 給 食 施 設 消 毒 保 管 設 備 更 新 工 事 費

事　　　　　　　　　　項

ス ポ ー ツ 施 設 自 家 用 電 気
工 作 物 保 安 管 理 委 託 料

学 校 給 食 セ ン タ ー Ｌ Ｓ Ａ 重 油 購 入 費
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第 ４ 表　　地 方 債 補 正

（廃　止） （単位：千円）

（変　更） （単位：千円）

起債の
方法 利率

起 債 の 目 的

起 債 の 目 的
補　　正　　前 補　　正　　後

限度額 起債の
方法 利率 償還の方法 限度額 償還の

方法

市営住宅長寿命化事業 5,700

政府資金については、その融資条
件により、銀行その他の場合には借
入先と協定し、その条件に従うもの
とする。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは繰上償還又は低利に借換
することができる。

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３ ． ０ ％ 以
内 （ただし、利
率見直し方式で
借り入れる政府
資 金 及 び 地 方
公 共 団 体 金 融
機 構 資 金 に つ
いて、利率見直
しを行った後に
おいては、当該
見 直 し 後 の 利
率）

政府資金につい
ては、その融資条
件により、銀行そ
の他の場合には
借入先と協定し、
その条件に従うも
のとする。ただし、
市財政の都合に
より据置期間及び
償還期限を短縮
し、もしくは繰上
償還又は低利に
借換することがで
きる。

現 年 農 業 用 施 設
補 助 災 害 復 旧 事 業 500

44,200

93,000

補正
前に
同じ

補正
前に
同じ

道路照明ＬＥＤ化事業 87,000

1,000
補正
前に
同じ

臨 時 財 政 対 策 債 50,000

償 還 の 方 法

普通
貸借
又は
証券
発行

年 ３．０ ％ 以 内 （ただし、利率見
直し方式で借り入れる政府資金及び
地方公共団体金融機構資金につい
て、利率見直しを行った後において
は、当該見直し後の利率）

限度額 起債の
方法 利　　率
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議第７７号  
 

令和６年度瑞浪市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 
 
 令和６年度瑞浪市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１３６，４００千円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，６１１，７００千

円とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和６年１１月２７日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 県 支 出 金 ２，４６１，０９０ １２０，０００ ２，５８１，０９０

1 県 補 助 金 ２，４６１，０９０ １２０，０００ ２，５８１，０９０

5 繰 入 金 ３１８，３００ △１１，３００ ３０７，０００

2 基金繰入金 ２８，０００ △１１，３００ １６，７００

6 繰 越 金 ３７，３００ ２７，７００ ６５，０００

1 繰 越 金 ３７，３００ ２７，７００ ６５，０００

歳　　入　　合　　計 ３，４７５，３００ １３６，４００ ３，６１１，７００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

2 保 険 給 付 費 ２，４１３，１０５ １２０，０００ ２，５３３，１０５

1 療 養 諸 費 ２，１０４，５００ ９８，０００ ２，２０２，５００

2 高額療養費 ２９５，４００ ２２，０００ ３１７，４００

3
国民健康保険
事業費納付金

９０８，７７９ ０ ９０８，７７９

1 医療給付費分 ６２８，００１ ０ ６２８，００１

5 基 金 積 立 金 １３０ １６，０００ １６，１３０

1 基金積立金 １３０ １６，０００ １６，１３０

6 諸 支 出 金 ３７，３００ ４００ ３７，７００

1
償還金及び
還付加算金

３７，３００ ４００ ３７，７００

歳　　出　　合　　計 ３，４７５，３００ １３６，４００ ３，６１１，７００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第７８号  
 

令和６年度瑞浪市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）  
 
 令和６年度瑞浪市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７４，８００千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，７９３，４００千円

とする。  
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和６年１１月２７日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

8 繰 越 金 ４，５５０ ７４，８００ ７９，３５０

1 繰 越 金 ４，５５０ ７４，８００ ７９，３５０

歳　　入　　合　　計 ３，７１８，６００ ７４，８００ ３，７９３，４００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

3 基 金 積 立 金 ３２７ ２８，４００ ２８，７２７

1 基金積立金 ３２７ ２８，４００ ２８，７２７

5 諸 支 出 金 ４，５５０ ４６，４００ ５０，９５０

1
償還金及び
還付加算金

４，５５０ ４６，４００ ５０，９５０

歳　　出　　合　　計 ３，７１８，６００ ７４，８００ ３，７９３，４００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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議第７９号  
 

令和６年度瑞浪市駐車場事業特別会計補正予算（第２号）  
 
 令和６年度瑞浪市の駐車場事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。  
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３００千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５，７００千円とする。 
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
 

令和６年１１月２７日 提出  
 

瑞浪市長 水 野 光 二    
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(歳　入) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1
使 用 料
及 び 手 数 料

３４，２００ ２７６ ３４，４７６

1 使 用 料 ３４，２００ ２７６ ３４，４７６

3 財 産 収 入 ０ ２４ ２４

1 財産運用収入 ０ ２４ ２４

歳　　入　　合　　計 ４５，４００ ３００ ４５，７００

(歳　出) (単位：千円)

款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計

1 駐車場事業費 ２４，１６９ ２７６ ２４，４４５

1 駐車場管理費 ２４，１６９ ２７６ ２４，４４５

3 基 金 積 立 金 ９，７００ ２４ ９，７２４

1 基金積立金 ９，７００ ２４ ９，７２４

歳　　出　　合　　計 ４５，４００ ３００ ４５，７００

第１表　歳 入 歳 出 予 算 補 正
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